
…定員　 …対象　 …費用　 …持ち物　 …当日、直接会場へ　 …申し込み

■鈴虫!無料!差し上げます! ①7月26日
㈰10:00～12:00、文化センター②8月2
日㈰10:00～12:00、富士見小学校③8月
23日㈰10:00～12:00、さいたま水上公
園　プール入口付近　 　渡

わた

邉
なべ

090-

●泉心流泉凰支部・詩吟教室　毎月第
2･4㈮13:30～15:30、上尾公民館　 月
額2,000円　広

ひろ

木
き

773-0020(20:00まで)　
現在は電話にて稽古中。

●上尾誠心会(剣道)　毎週㈫㈭19:00～
20:30・㈰14:30～17:00、上尾かしの木
特別支援学校・中央小学校など　 年長

おいでください

いきいきサークル

以上　 月額2,000円　澤木 080-1123-
8062　 年長さんから大人まで楽
しく稽古してます。会員募集中。
●俳句 欅

けやき

会　毎月第3㈯13:00～17:00、
大谷公民館　 月額1,000円　金子 090-
3545-9622　 初めての方大歓
迎。先ずは見学にどうぞ!
●日

にち

踊
よう

会
かい

(社交ダンス)　毎月3回㈰10:00
～12:00、平方公民館　 月額4,000円
(入会金1,000円)　池田 090-4922-3472　

ペアーのプロ講師が基本から丁
寧に指導、男女共大歓迎。

2178-0626　 コロナ第2波の影響
により、中止となる場合があります。

限 度 額 適 用 認 定 証 の 申 請

国民健康保険加入者
�次の①②のいずれかの人①70歳未満②70歳以上で、住民税非課税世帯と
現役並みⅠ・Ⅱ区分 �来庁者の本人確認ができる物（顔写真付きの物は

1点、それ以外は2点）、世帯主と手続きが必要な人のマイナンバーが分かる物を用意して直接、保険年金課
へ ※現役並みⅢと一般区分の人は、被保険者証兼高齢受給者証が限度額適用認定証と同様の効力があるた
め申請は不要です。 ※国民健康保険税を滞納していると交付されません。別世帯の人が申請する場合は委
任状が必要です。支所・出張所で、申請・交付はできません。
●更新手続き●
既に認定証を持っている人は、認定証の有効期限が7月31日㈮です。更新手続きは7月1日㈬から受け付け
ます。 ※現在認定証を持っていない人で必要な人は、随時受け付けていますので、事前に保険年金課で交
付申請をしてください。

後期高齢者医療制度加入者
�住民税非課税世帯と現役並みⅠ・Ⅱ区分の人 ※事前に電話で
対象者か確認することができます。 �来庁者と被保険者本人の

本人確認ができる物（顔写真付きの物は1点、それ以外は2点）、本人のマイナンバーが分かる物を用意して直
接、保険年金課へ ※現役並みⅢと一般区分の人は、被保険者証が限度額適用認定証と同様の効力があるた
め申請は不要です。 ※同一世帯内に未申告の人がいる場合は申請できません。支所・出張所で、申請・交
付はできません。
●更新手続き●
認定証は毎年8月1日に更新となります。既に発行され、交付要件を満たす人には新しい認定証を7月中旬

に郵送します。

入院時
食事代

（1食当たり）

460円※1

210円※2

限度額

252，600円
＋（医療費－842，000円）×1％

167，400円
＋（医療費－558，000円）×1％

80，100円
＋（医療費－267，000円）×1％

57，600円

35，400円

区分

所得901万円超

所得600万円超
901万円以下

所得210万円超
600万円以下

所得210万円
以下

住民税非課税
世帯

入院時
食事代

（1食当たり）

460円※1

210円※2

100円

入院限度額

252，600円
＋（医療費－842，000円）×1％

167，400円
＋（医療費－558，000円）×1％

80，100円
＋（医療費－267，000円）×1％

57，600円

24，600円
15，000円

外来限度額

18，000円

8，000円

区分

現役並みⅢ
課税所得690万円以上
（認定証は不要）
現役並みⅡ
課税所得380万円以上
690万円未満
現役並みⅠ
課税所得145万円以上
380万円未満
一般
課税所得145万円未満等
（認定証は不要）
低所得者Ⅱ※3

低所得者Ⅰ※4

※1 住民税非課税世帯に属する人は限度額適用・標準負担額減額認定証を発行します。限度額適用・標準負担額減額認定証を提
示しなかった場合、食事代が460円となります。

※2 限度額適用・標準負担額減額認定証の発行期日以後、入院日数が90日を超えた後の食事代については、申請により160円に
なる場合があります。

※3（国保）同じ世帯の世帯主および国保被保険者の全員が住民税非課税である世帯の人で、低所得者Ⅰ以外の人。
（後期）同じ世帯の全員が住民税非課税である世帯の人で、低所得者Ⅰ以外の人。

※4（国保）同じ世帯の世帯主および国保被保険者の全員が住民税非課税であって、その全員の所得が0円（年金の所得は控除額を
80万円として計算）である世帯の人。
（後期）同じ世帯の全員が住民税非課税であって、その全員の所得が0円（年金の所得は控除額を80万円として計算）である世
帯の人。

月ごとの医療費（差額ベッド代などの自費負担額を除く）の額が自己負担限度額を超えた場合に、｢限度額
適用認定証｣を提示すると、医療機関での支払いが限度額までになります。 ※限度額は世帯の所得状況に応
じて異なります。

保険年金課（給付） �775―5136
（高齢者医療） �775―5125

�775―9827

【限度額適用認定証を提示した場合の自己負担限度額】
（70歳以上と後期高齢者医療制度加入者）（70歳未満）

市ホームページ

※ 転倒しないように、椅子につかまり
ながら行うと良いでしょう。

　「転倒予防を目指した筋力トレーニング」「柔軟性・バラ
ンス能力の向上」を目指した介護予防体操です。座った
ままでもできるので体力に自信のない人も安心してでき
ます。子どもも楽しめるアッピー元気体操2もあります。

　参加者の多くは、バランス能力や筋力をおおむね70代
まで維持することができており、体操を継続している効
果も数値に表れています。アッピー元気体操の活動年数
が長くなるほど、効果も高まっています。

高齢介護課　 775-4190･ 776-8872

アッピー元気体操の一部を紹介!!

　新型コロナウイルス感染症の予防のため、外出が減り、自宅で過ごす時間が増えているかと思います。体を動
かすことは、ウイルスに対する免疫力を高めることにもつながりますので、ぜひテレビを見ながら一緒に体操に
取り組んでみてください。 ※市ホームページでも見られますので併せてご覧ください。

アッピー元気体操
とは…？

アッピー元気体操の

効果って…？

テレビ
放映 !

毎週㈪～㈮
6時50分～6時55分で放送中
※通常の体操より短縮して放映されます。
※8月31日㈪まで放映します。

テレビ
埼　玉
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